
平成 26年度 北秋田市職員の福利厚生事業について 

 

 

 北秋田市では、地方公務員法第 42条に基づき、職員の保険、元気回復その他厚生に関す

る事業を以下のとおり実施しております。 

 

１ 健康診断 

  【定期健康診断、人間ドックの受診状況】 

区分 事業所実施の健康診断 
人間ドック 

（共済組合申込者） 
計 

対象者 324名 181名 505名 

受診者 304名 179名 483名 

受診率 93.8％ 98.9％ 95.6％ 

※健康診断の結果を産業医が評価し、健康相談や医療機関受診のためのアドバイス等を

実施しています。 

 

 

２ 被服貸与 

  北秋田市職員被服貸与規定に基づき、平成 22年度より年次計画で貸与を実施しており

ます。 

平成 26 年度は、新規採用職員 20 名他職員に対して、作業服を貸与したほか各課にお

いて必要に応じ順次貸与を実施しております。 

 

 

３ 短期人間ドック助成 

  平成 26年度より、職員の健康管理、疾病予防等のため、北秋田市職員短期人間ドック

助成事業を実施しております。北秋田市民病院で受診する短期人間ドック（脳ドックは

除く）について、共済組合で助成する人間ドック等助成額と同額を助成するものです。 

  平成 26年度は、実績がありませんでした。 


